「ミヤリー」着ぐるみ　使用基準

（目的）

第１条　この基準は，宇都宮ブランド推進協議会が宇都宮ブランド戦略を推進するために作成した「ミヤリー」着ぐるみ（以下「着ぐるみ」という。）」の使用に関して定めるものとする。

（対象）

第２条　各種事業・イベント等に，「着ぐるみ」を使用する場合とする。

（使用申請）

第３条　着ぐるみの使用を希望するものは，「ミヤリー」着ぐるみ使用申請書（様式第１号）を宇都宮ブランド推進協議会会長に提出しなければならない。

（使用許可）

第４条　宇都宮ブランド推進協議会事務局は第３条に規定する申込書を受理したときは，その可否を決定し，申込者に通知するものとする。
２　使用を許可した場合は申込者に貸し出しするものとする。

３　貸出期間中に生じた着ぐるみの使用に起因するいかなる事故や損害については，使用者がその責任を負うものとする。

４　宇都宮ブランド推進協議会会長は，前項の規定により許可するにあたっては，条件を付すことができる。

（使用許可の制限）

第５条　会長は，「着ぐるみ」を使用する事業が次の各号の一に該当する場合は，使用を許可しない。
(1) 政治的または宗教的な目的とする事業でないこと
(2) 企業や特定の商品の宣伝活動を主な目的とする事業でないこと
(3) 公序良俗に反しないもの

(4) その他，許可するものとして不適切でないもの

（遵守事項）

第６条　「着ぐるみ」を使用するにあたり，下記の各号を遵守すること

　(1) 「着ぐるみ」のデザインを変更して使用しないこと
(2) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと
(3) 使用期間を遵守すること

(4) 雨天時に屋外で使用しないこと

（使用の期間）

第７条　「着ぐるみ」の貸出期間は，原則として許可を受けた日から５日以内とする。

（返還）
第８条　使用者は，貸出期間が終了したときは，「着ぐるみ」を点検整備し原状に復して返還しなければならない。
２　使用者が故意又は重大な過失により「着ぐるみ」を滅失し，又は毀損したときは，その損害を賠償しなければならない。
（使用許可の取消）

第１０条　宇都宮ブランド推進協議会会長は「着ぐるみ」の使用に関して，不適切な使用を行っていると判断する場合は使用許可の取消を命ずることができる。

（補足）

第１１条　この基準に定めるもののほか，「着ぐるみ」の使用に関し必要な事項は，宇都宮ブランド推進協議会会長が別に定めることができる。

　　この基準は平成２３年７月１日から施行する。

